
9款　5項　2目

【会計】一般会計

9款：教育費　5項：社会教育費　2目：文化財保護費

309

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

390千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

1 報酬

文化財審議会委員報酬 177千円

8 旅費

費用弁償 39千円

普通旅費 22千円

10 需用費

消耗品費 45千円

修繕料 43千円

11 役務費

手数料 10千円

18 負担金補助及び交付金

40千円

10千円

4千円

390千円

審議会・事務用消耗品、雑誌購読料

管理・調査用機器の修繕のための経費

事業の概要

・佐倉市文化財審議会の開催
・関係機関や団体との連絡調整
・文化財保護に係る一般事務

令和6年度　当初予算要求事業内容説明書

事業 文化財一般事務費

担当所属 文化課

予算要求額
（財源内訳）

390千円

文化財審議会委員報酬（9人分）

文化財審議会委員（9人分）に対する交通費

職員の出張に要する交通費

事業の目的

・市内の文化財を守り、伝えます。

事業の効果

・文化財を通じて、佐倉の歴史的文化的特徴を表すことができます。
・指定文化財の適切な保護を図り、後世に伝えます。

節 説明

千葉県史跡整備市町村協議会に対する負担金

計

測量機器の定期点検に係る手数料（１件）

全国史跡整備市町村協議会に対する負担金

全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会に対する負担金

全国史跡整備市町村協議会負担
金
全国史跡整備市町村協議会関東
地区協議会負担金
千葉県史跡整備市町村協議会負
担金


